
一般財団法人倉吉市教育振興事業団の平成２５年度及び平成２６年度の経営状況について 
 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定により、一般財団法人倉吉市

教育振興事業団の平成２５年度事業報告及び決算並びに平成２６年度事業計画及び予算を別紙のとお

り提出する。 
 

平成２６年６月１６日 
 

倉吉市長 石田 耕太郎 






















































